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１ 歴史的事実と著作物性 

 

 
１ テーマ 
 

 歴史上の事実を題材とした小説（歴史小説）の著作物性は、どの程度認められるべきか。従来

の裁判例をふまえたうえで検討せよ。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
・名古屋地判平成６年７月２９日判時１５４０号９４頁〔「春の波濤」事件：第一審〕 
・名古屋高判平成９年５月１５日判タ９７１号２２９頁、知的裁集２９巻２号４６７頁〔「春の波

濤」事件：控訴審〕 
・東京地判平成１０年１１月２７日判時１６７５号１１９頁〔「壁の世紀」事件〕 
・東京地判平成１３年３月２６日判時１７４３号３頁〔「大地の子」事件〕 
・最判平成１３年６月２８日判時１７５４号１４４頁〔「江差追分」事件：上告審〕 
・京都地判平成１３年１２月２０日〔コルチャック先生事件〕 

 
（２）文 献 
・設楽隆一「歴史的事実と創作性」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）１２頁 
・高林龍「歴史的事実とドラマ」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）１５０頁 
・吉田大輔「事実に密着した著作物の著作権の侵害」斉藤博＝牧野利秋編『裁判実務大系第２７巻 
知的財産関係訴訟法』（青林書院、１９９７年）１３８頁 
・中山信弘「著作権法における思想・感情」特許研究３３号５頁（２００２年） 
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２ アイディアと著作物性 

 

 
１ テーマ 
 

 著作権法上アイディアは保護されないというが、アイディアとは何なのか。とりわけ、２つの

著作物の間でアイディアが共通するにすぎない場合は、著作物の類似性が否定されると考えるべ

きか。 

 
２ 参考文献 

 
（１）判 例 
・東京地判平成４年１２月１６日判時１４７２号１３０頁〔中国塩政史事件〕 
・大阪高判平成６年２月２５日判時１５００号１８０頁〔脳波数理解析論文事件（野川グループ事

件）：控訴審〕 
・京都地判平成７年１０月１９日判時１５５９号１３２頁〔たち吉事件〕 
・東京地判平成１０年６月２９日判時１６６７号１３７頁〔地獄のタクシー〕 
・東京地判平成１１年１２月１５日判時１６９９号１４５頁〔「みずみずしいすいか」事件：第一

審〕 
・東京高判平成１３年６月２１日判時１７６５号９６頁〔「みずみずしいすいか」事件：控訴審〕 
・東京地判平成１２年３月２３日〔「増田足」図表アイディア事件〕 
・大阪地判平成１２年８月２４日〔泉北ニュータウン建築設計図事件〕 
・東京高判平成１２年１１月３０日〔アサバン印刷電話帳事件：控訴審〕 
・東京地判平成１３年１２月１８日〔デス・ゲーム２０２５事件〕 
・大阪地判平成１４年３月１２日〔熊崎式姓名学事件〕 

 
（２）文 献 
・西田美昭「漫画のテレビドラマ化」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）１５２頁 
・土門宏「本質的特徴（２）――アンコウ行灯事件」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００

１年）１２４頁 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、２００１年）１５頁以下、６３頁以下 
・中山信弘「著作権法における思想・感情」特許研究３３号５頁（２００２年） 
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３ タイプフェイスの著作物性 

 

 
１ テーマ 
 

 タイプフェイス（フォント）は著作物として保護されるべきか。保護されるとすれば、どのよ

うな場合か。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
・大阪地判平成１１年９月２１日判時１７３２号１３７頁〔デザイン書体事件〕 
・最判平成１２年９月７日判時１７３０号１２３頁〔「モリサワ」タイプフェイス事件：上告審〕 

 
（２）文 献 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、２００１年）３７頁以下 
・佐藤恵太「デザイン書体」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）３０頁 
・大家重夫「タイプフェイスの著作物性」『平成１２年度重要判例解説』（有斐閣、２００１年）２

７６頁 
・高部眞規子「判批」ジュリスト１２０３号１２８頁（２００１年） 
・満田重昭「書道デザイン」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）３４頁 
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４ ぬいぐるみの著作物性 

 

 
１ テーマ 
 

 ぬいぐるみの著作物性は認められるべきか。著作物性一般、および応用美術の著作物性をめぐ

る議論をふまえたうえで、ファービー人形事件を中心に検討せよ。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
・長崎地佐世保支決昭和４８年２月７日無体裁集５巻１号１８頁〔博多人形事件〕 
・東京地判昭和５２年１１月１４日判時８６９号３８頁〔ライダーマン事件〕 
・東京高判平成１３年５月３０日〔キューピー人形事件：控訴審〕 
・山形地判平成１３年９月２６日判時１７６３号２１２頁〔ファービー人形Ⅰ－２事件［刑事］〕 
・東京地判平成１４年１月３１日〔クリスマスぬいぐるみ事件〕 

 
（２）文 献 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、２００１年）３１頁以下 
・加戸守行『著作権法逐条講義』（著作権情報センター、三訂新版、２０００年）６４頁以下 
・松尾和子「彩色素焼人形――博多人形事件」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）

２４頁 
・半田正夫「応用美術の著作物性について」同著『転機にさしかかった著作権制度』（一粒社、１

９９４年）４３頁 
・満田重昭「デザインと美術の著作物」斉藤博＝牧野利秋編『裁判実務大系第２７巻 知的財産関
係訴訟法』（青林書院、１９９７年）８３頁 
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５ 類似性の判断構造（視聴覚著作物） 

 

 
１ テーマ 
 

 美術の著作物について、類似性はどのように判断すべきか。従来の裁判例を分析しながら検討

せよ。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
・京都地判平成７年１０月１９日判時１５５９号１３２頁〔たち吉事件〕 
・東京地判平成１１年１０月２７日判時１７０１号１５７頁〔書と照明器具カタログ事件〕 
・東京地判平成１１年１１月１７日判時１７０４号１３４頁〔キューピー人形（キューピー株式会

社）事件：第一審〕 
・東京高判平成１３年１月２３日判時１７５１号１２２頁〔ケロケロケロッピ事件：控訴審〕 
・東京高判平成１３年５月３０日〔キューピー人形（キューピー株式会社）事件：控訴審〕 

 
（２）文 献 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、２００１年）４８、５８頁以下 
・加戸守行『著作権法逐条講義』（著作権情報センター、三訂新版、２０００年）頁以下 
・土門宏「本質的特徴（２）――アンコウ行灯事件」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００

１年）１２４頁 
・駒田泰土「本質的特徴（３）――キューピー人形事件」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２

００１年）１２６頁 
・岡崎洋「背景の書」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）１２８頁 
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６ 類似性の判断構造（言語著作物） 

 

 
１ テーマ 
 

 言語の著作物について、類似性はどのように判断すべきか。とりわけ、ドラマの類似性につい

て、従来の裁判例を分析しながら検討せよ。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
・東京地判平成６年３月２３日判時１５１７号１３６頁〔ミスターレディー事件〕 
・東京高判平成８年４月１６日判時１５７１号９８頁〔悪妻物語事件〕 
・東京地判平成１０年６月２９日判時１６６７号１３７頁〔地獄のタクシー〕 
・東京地判平成１０年１０月２９日判時１６５８号１６６頁〔「ＳＭＡＰ大研究」事件：第一審〕 
・東京地判平成１１年１月２９日判時１６８０号１１９頁〔「ゴロで覚える古文単語記憶術」事件：

第一審〕 
・東京高判平成１１年５月２６日〔「ＳＭＡＰ大研究」事件：控訴審〕 
・東京高判平成１１年９月３０日判タ１０１８号２５９頁〔「ゴロで覚える古文単語記憶術」事件：

控訴審〕 
・最判平成１３年６月２８日民集５５巻４号８３７頁、判時１７５４号１４４頁〔「江差追分」事

件：上告審〕 
・東京高判平成１３年１０月３０日〔交通安全スローガン事件：控訴審〕 

 
（２）文 献 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、２００１年）６３頁以下 
・斉藤博「テレビドラマの制作・放映と放送事業者の責任」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、

２００１年）２１８頁 
・小泉直樹「ドキュメンタリー番組の製作」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）１

４８頁 
・西田美昭「漫画のテレビドラマ化」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）１５２頁 
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７ 編集著作物の著作物性 

 

 
１ テーマ 
 

 編集著作物における「素材」とは何と考えるべきか。どのような場合に、編集著作物は著作物

性を認められるべきか。職業別電話帳は著作物と認めるべきか。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
・東京地判平成１０年５月２９日判時１６７３号１３０頁〔「知恵蔵」事件：第一審〕 
・東京地判平成１１年２月２５日判時１６７７号１３０頁〔「松本清張作品映画化リスト」事件〕 
・東京高判平成１１年１０月２８日判時１７０１号１４６頁〔「知恵蔵」事件：控訴審〕 
・東京地判平成１２年３月１７日判時１７１４号１２８頁〔「タウンページデータベース」事件〕 
・東京地判平成１２年３月２３日判時１７１７号１４０頁〔色画用紙見本帳事件〕 

 
（２）文 献 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、２００１年）２３頁以下 
・加戸守行『著作権法逐条講義』（著作権情報センター、三訂新版、２０００年）１２５頁以下 
・佐藤恵太「特定作家が執筆した小説の映画化リスト」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２０

０１年）７４頁 
・白田秀彰「レイアウト・フォーマット」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）７６

頁 
・吉田正夫「素材の選択」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）７８頁 
・盛岡一夫「職業別電話帳」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）８０頁 
・横山久芳「編集著作物に関する基礎的考察―職業別電話帳は果たして著作物なのか？―」コピラ

イト４７５号２頁（２０００年） 
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８ 編集著作物の類似性 

 

 
１ テーマ 
 

 編集著作物の類似性はどのように判断されるべきか。選択と配列に共通性があれば、素材が異

なっても類似性が認められるべきか。その場合、アイディアが保護されていることになりはしな

いか。 

 
２ 参考文献 

 
（１）判 例 
・東京高判昭和６０年１１月１４日無体裁集１７巻３号５４４頁〔アメリカ語要語集事件〕 
・東京高判平成７年１月３１日判時１５２５号１５０頁〔会社案内パンフレット事件：控訴審〕 
・大阪地判平成７年３月２８日知的裁集２７巻１号２１０頁〔商品カタログ著作物事件〕 
・東京高判平成１２年１１月３０日〔アサバン印刷電話帳事件：控訴審） 

 
（２）文 献 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、２００１年）８０頁以下 
・渋谷達紀「辞典」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）６４頁 
・蘆立順美「商品カタログ」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）７２頁 
・蘆立順美「会社案内パンフレットに関する編集著作権の侵害」法学［東北大学］６１巻４号８４

３頁（１９９７年） 
・関堂幸輔「会社案内」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）７０頁 
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９ 創作的関与 

 

 
１ テーマ 
 

 著作者として認められるかための創作的関与とは、どのようなものと考えるべきか。著作者と

して認められるかどうかが問題となった従来の裁判例をもとに分析せよ。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
・東京地判昭和５０年３月３１日判タ３２８号３６２頁〔「私は貝になりたい」事件〕 
・東京地判昭和５５年９月１７日判時９７５号３頁〔「地のさざめごと」事件〕 
・大阪地判平成４年８月２７日判時１４４４号１３４頁〔静かな焔事件〕 
・最判平成５年３月３０日民集１６８号下５９９頁、判時１４６１号３頁〔智恵子抄事件〕 
・東京地判平成１０年１０月２９日判時１６５８号１６６頁〔「ＳＭＡＰ大研究」事件：第一審〕 
・東京高判平成１１年５月２６日〔「ＳＭＡＰ大研究」事件：控訴審〕 
・東京地判平成１３年１２月２５日〔石油精製論文事件〕 
・東京地判平成１４年３月２５日〔「宇宙戦艦ヤマト」著作者事件〕 

 
（２）文 献 
・中村稔「原案の提供」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）９２頁 
・牧野利秋「漫画の共同作成」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）９６頁 
・横山久芳「判批（東京地判平成１０年１０月２９日）」ジュリスト１１８４号１３０頁（２００

０年） 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、２００１年）３６４頁以下 
・加戸守行『著作権法逐条講義』（著作権情報センター、三訂新版、２０００年）２３頁以下 
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１０ 共同著作物 

 

 
１ テーマ 
 

 共同著作が認められるためにどのような要件を満たすことが必要と考えるべきか。共同著作物

は、結合著作物や二次的著作物とはどのような関係に立つか。たとえば、草稿を残したまま死亡

した師匠の論文を、その弟子が完成させた場合（異時的創作）、共同著作物になると考えるべき

か。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
・大阪高判平成６年２月２５日判時１５００号１８０頁〔脳波数理解析論文事件（野川グループ事

件）：控訴審〕 
・東京地判平成９年３月３１日判時１６０６号１１８頁〔「だれでもできる住宅介護」事件：第一

審〕 
 
（２）文 献 
・半田正夫『著作権法概説』（一粒社、第１０版、２００１年）６７～７６頁 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、第二版、２００１年）３６８～３７３ 
・小泉直樹「共同研究――野川グループ」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）９４

頁 
・柳沢眞実子「インタビュー記事」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）９８頁 
・古城春美「共同著作」斉藤博・牧野利秋編『裁判実務大系２７知的財産関係訴訟法』（青林書院、

１９９７年）２４６頁 
・中村稔「原案の提供――私は貝になりたい事件」『著作権判例百選』（有斐閣、第二版、１９９４

年）１１６頁 
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１１ 原作者と漫画家 

 

 
１ テーマ 
 

 原作者と漫画家の共作による漫画について、そのキャラクターのみを利用する行為に原作者の

権利はおよぶと解するべきか？ キャンディキャンディ事件を素材として著作権法２８条の権

利をめぐる議論について検討せよ。 

 
２ 参考文献 

 
（１）判 例 
・東京地判平成１１年２月２５日判時１６７３号６６頁〔「キャンディキャンディ」事件：第一審〕 
・東京高判平成１２年３月３０日判時１７２６号１６２頁〔「キャンディキャンディ」事件：控訴

審〕 
・最判平成１３年１０月２５日判時１７６７号１１５頁〔「キャンディキャンディ」事件：上告審〕 

 
（２）文 献 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、２００１年）１１１頁以下、３７３頁以下 
・加戸守行『著作権法逐条講義』（著作権情報センター、三訂新版、２０００年）２０２頁以下 
・堀江亜以子「漫画と原作――キャンディキャンディ事件」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、

２００１年）１５６頁 
・長塚真琴「判批〔東京地判平成１１年２月２５日〕漫画の登場人物と原作者の著作権」北大法学

５０巻５号１２４７頁（２０００年） 
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１２ 職務著作 

 

 
１ テーマ 
 

 職務著作は、どのような要件で成立すると考えるべきか。著作権法１５条の要件をめぐる従来

の議論状況を分析しながら検討せよ。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
・大阪地判平成５年３月２３日判時１４６４号１３９頁〔山口組五代目継承式事件〕 
・名古屋地判平成７年３月１０日判時１５５４号１３６頁〔在宅管理プログラム事件） 
・東京地判平成８年９月２７日判時１６４５号１３４頁〔四谷大塚事件：第一審〕 
・東京高判平成１０年２月１２日判時１６４５号１２９頁〔四谷大塚事件：控訴審〕 
・大阪地判平成１２年１２月２６日〔「マイコンテストボックス」プログラム事件〕 
・東京地判平成１４年２月２５日（マクロス事件） 

 
（２）文 献 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、２００１年）３６７頁以下 
・半田正夫『著作権法概説』（一粒社、第１０版、２００１年）７６頁以下 
・斉藤博『著作権法』（有斐閣、２０００年）１１４頁 
・加戸守行『著作権法逐条講義』（著作権情報センター、三訂新版、２０００年）１３９頁以下 
・田村善之「職務著作の要件構造」ジュリスト１１３２号３８頁（１９９８年） 
・茶園成樹「著作権法１５条における公表名義の要件」阪大法学４９巻３・４号４４９頁（１９９

９年） 
・中山信弘「コンピュータ・プログラム等と法人著作」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２０

０１年）８４頁 
・野一色勲「転職と開発」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）８８頁 
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１３ カラオケをめぐる判例理論 

 

 
１ テーマ 
 

 カラオケスナックやカラオケボックスにおける歌唱の主体ないし演奏権侵害について、ならび

に、業務用カラオケ機器のリース業者の責任について、従来の裁判例はどのような法理を定立し

ているか。そしてそれは妥当と考えるべきか。 

 
２ 参考文献 

 
（１）判 例 
・最判昭和６３年３月１５日民集４２巻３号１９９頁〔クラブ・キャッツアイ事件：上告審〕 
・カラオケボックス事件 
・大阪地決平成９年１２月１２日判時１６２５号１０１頁〔カラオケボックス事件：仮処分〕 
・東京高判平成１１年７月１３日判時１６９６号１３７頁〔カラオケボックス事件：控訴審〕 
・最判平成１３年３月２日判時１７４４号１０８頁、民集５５巻２号１８５頁〔ビデオメイツ事件：

上告審〕 
 
（２）文 献 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、２００１年）１７４頁以下 
・加戸守行『著作権法逐条講義』（著作権情報センター、三訂新版、２０００年）１７３頁以下 
・上野達弘「カラオケ・リース業者の責任」コピライト４９１号３４頁（２００２年） 
・田村善之「判批〔東京高判平成１１年１１月２９日〕」ＮＢＬ６９４号１４頁（２０００年） 
・山口裕博「リース業者の責任」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）２１６頁 
・角田政芳「個室内の演奏」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）１３２頁 
・井上由里子「カラオケによる歌唱」『著作権判例百選』（有斐閣、第二版、１９９４年）１６頁 
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１４ インターネット送信とプロバイダーの責任 

 

 
１ テーマ 
 

 「Napster」や「ファイルローグ」といったいわゆるファイル交換サービスにおいて、これを
利用するユーザ、およびサービスを提供している事業者の行為は、著作権法上どのような評価を

すべきか。また、どのような責任を負うべきか。 

 
２ 参考文献 

 
（１）判 例 
・東京地判平成１３年１２月３日判時１７６８号１１６頁〔コメットハンター事件〕 
・東京地決平成１４年４月９日〔ファイルローグ事件：仮処分〕 
 

 
（２）文 献 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、２００１年）１８１頁以下 
・田村善之「インターネット上の著作権侵害とプロヴァイダーの責任」ジュリスト１１７１号６９

頁（２０００年） 
・茶園成樹＝青江秀史「インターネットと著作権法」松井茂記＝高橋和之編『インターネットと法』

（有斐閣、第二版、２００１年）２１５頁 
・茶園成樹「インターネットによる著作物の流通と著作権法」『情報技術革命と著作権制度』（著作

権情報センター、２００２年）１２２頁 
・上野達弘「プロバイダーの責任―プロバイダーに対する差止を中心に―」著作権研究２８号（２

００２年近刊） 
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１５ 中古ゲームソフト販売 

 

 
１ テーマ 
 

 中古ゲームソフトを公に販売することは許されるべきか。これまでの裁判例の経緯と学説状況

を分析しながら検討せよ。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
・東京地判平成１１年５月２７日判時１６７９号３頁〔中古ゲームソフト販売事件〔東京訴訟〕：

第一審〕 
・大阪地判平成１１年１０月７日判時１６９９号４８頁〔中古ゲームソフト事件〔大阪訴訟〕：第

一審〕 
・東京高判平成１３年３月２７日判時１７４７号６０頁〔中古ゲームソフト販売事件〔東京訴訟〕：

控訴審〕 
・大阪高判平成１３年３月２９日判時１７４９号３頁〔中古ゲームソフト販売事件〔大阪訴訟〕：

控訴審〕 
・最判平成１４年４月２５日〔中古ゲームソフト販売事件〔大阪訴訟〕：上告審〕 

 
（２）文 献 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、２００１年）１５９頁以下 
・加戸守行『著作権法逐条講義』（著作権情報センター、三訂新版、２０００年）１８４頁以下 
・三木茂「ゲームソフトの頒布（１）」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）５２頁 
・作花文雄「ゲームソフトの頒布（２）」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）５４

頁 
・小倉秀夫「優越的地位ないし頒布権を利用したゲームソフトの中古販売規制の可否」中山信弘編

『知的財産権研究Ⅳ』（東京布井出版、１９９９年）１５３頁 
・石岡克俊「判批〔東京地判平成１１年５月２７日〕」ジュリスト１１７０号２７７頁（２０００

年） 
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１６ ゲームソフトの改変 

 

 
１ テーマ 
 

 シミュレーションゲームのストーリーを改変する行為は、同一性保持権の侵害になると考える

べきか。ゲームソフトの改変にかかわる従来の裁判例および学説をふまえたうえで検討せよ。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
・大阪地判平成９年７月１７日知的裁集２９巻３号７０３頁〔ＮＥＯ・ＧＥＯ事件：第一審〕 
・大阪地判平成９年１１月２７日判タ９６５号２５３頁〔ときめきメモリアル事件：第一審〕 
・東京高判平成１１年３月１８日判時１６８４号１１２頁〔三国志Ⅲ事件：控訴審〕 
・大阪高判平成１１年４月２７日判時１７００号１２９頁〔ときめきメモリアル事件：控訴審〕 
・最判平成１３年２月１３日判時１７４０号７８頁〔ときめきメモリアル事件：上告審〕 

 
（２）文 献 
・渡邉修「ゲームのストーリーの改変」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）１１８

頁 
・上野達弘「判批〔最判平成１３年２月１３日〕」民商１２５巻６号（２００２年近刊） 
・作花文雄「判批〔最判平成１３年２月１３日〕」判例評論５１２号３２頁（２００１年） 
・高部眞規子「判批〔最判平成１３年２月１３日〕」ジュリスト１２１９号１３９頁（２００２年） 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、２００１年）４３９頁以下 



専門演習「知的財産法の最前線」課題テーマ集 

 17

１７ 引用の要件 

 

 
１ テーマ 
 

 他人の著作物を引用することは、どのような要件で許されるべきか。従来の裁判例を踏まえな

がら検討せよ。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
・東京高判昭和６０年１０月１７日判時１１７６号３４頁〔レオナール・フジタ事件：控訴審〕 
・東京地判平成１０年２月２０日判時１６４３号１７６頁〔バーンズコレクション事件〕 
・東京地判平成１０年１０月３０日判時１６７４号１３２頁〔「血液型と性格」事件〕 
・東京高判平成１２年４月２５日判時１７２４号１２４頁〔「脱ゴーマニズム宣言」事件：控訴審〕 
・東京高判平成１４年４月１１日〔絶対音感事件：控訴審〕 

 
（２）文 献 
・田村善之『著作権法概説』（有斐閣、２００１年）２４０頁以下 
・加戸守行『著作権法逐条講義』（著作権情報センター、三訂新版、２０００年）２３２頁以下 
・大楽光江「引用」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）１６２頁 
・上野達弘「漫画の引用」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）１６６頁 
・岡邦俊「展覧会チケットへの引用」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）１６８頁 
・半田正夫「翻案による引用」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）１７０頁 
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１８ 職務発明と補償金 

 

 
１ テーマ 
 

 会社の従業者によって職務上、発明がおこなわれた場合、誰に特許を受ける権利その他の権利

が帰属するか。その際、発明者である従業者はどのような報酬を得るのか。現状や今後の課題を

ふくめて論ぜよ。 

 
２ 参考文献 

 
（１）判 例 
・大阪地判平成６年４月２８日判時１５４２号１１５頁〔象印マホービン事件〕 
・大阪高判平成６年５月２７日判時１５３２号１１８頁〔ゴーセン事件：控訴審〕 
・東京地判平成１４年９月１９日〔日亜化学職務発明事件：中間判決〕 
・東京高判平成１３年５月２２日判時１７５３号２３頁〔オリンパス光学発明報奨金事件：上告審〕 

 
（２）文 献 
・中山信弘『工業所有権法上』（弘文堂、第２版増補版、２０００年）６５頁以下 
・竹田和彦『特許の知識――理論と実際』（ダイヤモンド社、第６版、１９９９年）３００頁以下 
・中山信弘＝相澤英孝「職務発明の現代的位置づけ――特許法３５条改正の動きをめぐって－―」

Ｌ＆Ｔ１４号４頁（２００１年） →上野所蔵 
・日本感性工学会ＩＰ研究会編著『職務発明と知的財産国家戦略』（経済産業調査会、２００２年） 

→上野所蔵 
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１９ ブランド商品の並行輸入 

 

 
１ テーマ 
 

 真正のブランド商品が外国から並行輸入された場合、国内の商標権者はこれを差止めることが

できるか。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
・大阪地判昭和４５年２月２７日判時６２５号７５頁〔PARKER事件〕 
・東京地判昭和５９年１２月７日判時１１４１号１４３頁〔LACOSTE事件〕 
・大阪高判平成１４年３月２９日〔フレッドペリー商標並行輸入事件：控訴審〕 
 

 
（２）文 献 
・田村善之『商標法概説』（弘文堂、第２版、２０００年）４６８頁以下 
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２０ 使い捨てカメラの詰め替えと並行輸入 

 

 
１ テーマ 
 

 外国で販売された「写ルンです」などのレンズ付きフィルム（使い捨てカメラ）の使用済みの

ものを回収し、フィルムを再充填したうえで、これを日本国内で販売する行為は許されると考え

るべきか。特許製品の並行輸入問題とあわせて論ぜよ。 

 
２ 参考文献 

 
（１）判 例 
・最判平成９年７月１日判時１６１２号３頁〔ＢＢＳ並行輸入事件：上告審〕 
・東京地判平成１２年８月３１日〔写ルンです事件〕 

 
（２）文 献 
・中山信弘『工業所有権法上』（弘文堂、第２版増補版、２０００年）３６１頁以下 
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２１ ノベルティと商標権 

 

 
１ テーマ 
 

 ＢＯＳＳジャンのように、いわゆる「ノベルティ」として、販売促進用に無償で配布される物

に他人の登録商標が付されている場合、商標権侵害になると考えるべきか。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
 ・東京地判昭和３６年３月２日下民集１２巻３号４１０頁〔趣味の会事件〕 
 ・大阪地判昭和６２年８月２６日無体集１９巻２号２６８頁〔ＢＯＳＳ事件〕 
 ・横浜地川崎支判昭和６３年４月２８日無体裁集２０巻１号２２３頁、判時１３０１号１４４頁 
〔劇団木馬座事件〕 

 
（２）文 献 
・田村善之『商標法概説』（弘文堂、第二版、２０００年）２３９～２５６頁 

・山口栄一「いわゆるノベルティと商標権侵害」『知的財産権法の現代的課題』紋谷暢男還暦記念

（発明協会、１９９８年）３４３頁以下 
・塩入明「ノベルティと第三者の商標権」特許管理３９巻１号４５頁（１９８９年） 
・朝比奈宗太「宣伝広告及び販売促進用の物品についての登録商標の使用と商標権の侵害」『判例

商標法』村林隆一先生還暦記念論文集（発明協会、１９９１年）５９頁 
・島田富美子「宣伝広告及び販売促進の為に無償で提供される物品（ノベルティ）について」中山

信弘＝小島武司編集代表『知的財産権の現代的課題』本間崇先生還暦記念（信山社、１９９５年）

７６頁 
・井上由里子「商標法における自他商品識別機能と『商品』概念―木馬座事件―」中山信弘編『知

的財産権研究Ⅲ』（東京布井出版、１９９５年）１３７頁 
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２２ 馬名パブリシティ権 

 

 
１ テーマ 
 

 競走馬の名前をその所有者に無断でゲームに利用することは違法か。従来の裁判例を分析しな

がら、議論状況を整理せよ。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
・名古屋地判平成１２年１月１９日判タ１０７０号２３３頁〔ギャロップレーサー事件：第一審〕 
・名古屋高判平成１３年３月８日判タ１０７１号２９４頁〔ギャロップレーサー事件：控訴審〕 
・東京地判平成１３年８月２７日判時１７５８号３頁〔ダービースタリオン事件：第一審〕 
・東京高判平成１４年９月１２日〔ダービースタリオン事件：控訴審〕 

 
（２）文 献 
・新井みゆき・知財管理５０巻１１号１７４９頁（２０００年） 
・小倉秀夫・ＣＩＰＩＣジャーナル１０７号４９頁（２０００年） 
・三浦正広・発明９８巻４号１０９頁（２００１年） 
・桑野雄一郎「動物の名前」『著作権判例百選』（有斐閣、第三版、２００１年）２００頁 
・三浦正広・岡山商大法学論叢１０号６５頁（２００２年） 
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２３ 商品の形態と「商品等表示」 

 

 
１ テーマ 
 

 ジーンズのステッチや、パソコンの外観など、商品の形態が類似する商品が他人によって販売

されたとき、不正競争防止法２条１項１号にもとづく差止・損害賠償請求をおこなうことができ

るのは、具体的にはどのような場合か。「商品等表示」や「混同」をめぐる従来の裁判例を分析

しつつ検討せよ。 

 
２ 参考文献 
 
（１）判 例 
・東京地判昭和５７年１０月１８日判タ４９９号１７８頁〔ルービックキューブ事件〕 
・東京地判平成１２年６月２８日判時１７１３号１１５頁〔リーバイス・ステッチ事件：第一審〕 
・東京高判平成１３年１２月２６日判時１７８８号１０３頁〔リーバイスステッチ事件：控訴審〕 
・東京地判平成１１年６月２９日判時１６９３号１３９頁〔プリーツ・プリーズ事件〕 
・東京地決平成１１年９月２０日判時１６９６号７６頁〔「ｅ―Ｏｎｅ」事件〕 

 
（２）文 献 
・田村善之『不正競争防止法概説』（有斐閣、１９９４年）３０頁以下 
・通商産業省知的財産政策室監修『逐条解説 不正競争防止法』（有斐閣、１９９４年）２７頁以下 
・ 松 本 直 樹 「 ｅ － ｏ ｎ ｅ を ｉ Ｍ ａ ｃ と 混 同 す る 人 が 居 る か ？ 」

<http://village.infoweb.ne.jp/~mat/EONE.HTM> 
・松尾和子・判例評論４９８号２１頁（２０００年） 
 




